
原議保存期間10年

(令和14年12月31日まで）

皇宮警察本部長

各管区警察局長

各都道府県警察の長

事 務 連 絡

令和4年2月 2 日

警察庁長官官房首席監察官

殿

令和3年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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令和3年訟務統計
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訴訟事件の審級別状況調

告訴告発等事件調

人権侵犯事件調

行政不服申立事件調

警察庁長官官房人事課
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注本統計は、令和3年中の警察に係る争訟事件について、平成28年12月27日付け警察庁丙人発第190号「訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通達)」に基づく都道府県蕃察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1－1については、国（国家公安委員会・警察庁）を当事者とする事件を含んでいる。



様式1－1

訴訟事件の審級別状況調
（令和3年）

(全国）

発 生 結 補 助 参 加果

当期末
の未済
件数

(A)-(B)

判決 その他 前期か

らの繰

越件数

当期中

の参加

件数

当期中

の終結

件数

末
済
数

期
未
当
の
件

前期か
らの繰
越件数

当期中
の発生
件数

審級別

｜
’ｊ

計
Ａく

警察側

勝訴

譽察側

敗訴 ｊ

計
Ｂく

放棄 認諾 和解 その他取下
事件種別

一審 113 117 230 97 8 1 9 115115

二審 18 52 70 40 6 46 24
行政訴訟事件

三審 9 25 34 20 20 14

計 140 194 334 157 14 1 9 181 153

一審 249 185 434 146 11 22 18 2 199 235

二審 39 88 127 79 7 1 1 88 39
国家賠償事件

割
三審

計

18 37 255 33 35 20

306 310 616 258 20 23 18 3 322 294

－審 9 23 32 8 1 185 14 1 1

民事訴訟事件 二審 2 3 35 3 2

三審 1 1 1 1

計 11 27 38 12 18 205 1 1 1(国家賠償事件を除く）

一審 696371 325 251 19 1 36 19 2 328 368 1 1

二審 59 143 202 122 13 1 1 137 65
合
口 計

三審 27 63 90 254 56 34

計 457 531 988 427 3734 1 19 3 521 467 1 1



様式2－1

告訴・告発事件等調

（令和3年）

(全国）

【告訴･告発事件】

結 果
一
鯉
幟 ｊ

末
済
旧

期
未
一

当
の
帥く

計
刈く

終結
(B)起訴|霧|銅雲善’ |取下げI

当期中の発生前期末からの繰越

その他

詞｜’ ｜
’

｜
’

溺
一
布

85
■■■■■■■■■■■

306

25
1■■■■■■■■■■

105霊■ ' 2 1 28 1 ]71 1 ’ ’72 4

【起訴された告訴･告発事件】

区分

結 果

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他
ｊ

末
済
旧

期
未
一

当
の
帥く

ｊ
計
仏

終結
(B)

冒謝雄 当期中の発生前期末からの繰越

軸

審
審
審
審
審
審

計
計

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

事件数

１
１

職員数



告訴・告発事件等調

（令和3年）

(全国）

【付審判請求事件】

区分
結 果計

帥く
終結
(B)

当期末の未済
(A)-(B)

当期中の発生前期末からの繰越

付審判決定|請求棄却｜ その他
一審 8 15 23 16 7

二審 2 4 6 6

事件数
審

一
一
一 3 41 1 3

計 13 3320 23 10

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
１
１
１
１
卜
■
与
日
■
日
日
０
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
凸
■
■
■
■
■
０
■
且
■
■
０
巳
ｇ
０
ｌ
０
Ｉ
ｌ
ｌ
０
■
■
■
■
９

一審 40 148 188 116 1 117 71

二審 3811 27 37 1 38

職員数
審三 167 9 3 3 13

計 58 184 242 156 2 158 84

【付審判事件】

区分
結 果計

刈く
終結
(B)

当期末の未済
(A)-(B)

当期中の発生前期末からの繰越

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他
’

一審

二審
事件数

審
’
’
一

計

一審

二審
職員数

審三

計



告訴。告発事件等調

（令和3年）

(全国）

【検察審査会審査事件】

結

第1段階の審査

不起訴不当|不起訴相当

果
計
刈Ｉ

終結
(B)

当期末の未済
(A)-(B)

第2段階の審査

起訴議決|起鯨議決に至らず

当期中の発生前期末からの繰越

’ ’起訴相当 その他

｜
’ 凱

’ ’’ ’ 14
1 61 1 69 l

l

｜
’

訓
一
鵬

２
－
８

５
｜
犯

９
｜
訓

【議決に基づき起訴された検察審査会審査事件】

区分

結 果

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他

計
刈く

終結
(B)

当期末の未済
(A)-(B)

当期中の発生前期末からの繰越

｜
毒
華
華
計
奉
華
一
華
一
計

事件数

職員数

注「議決｣とは､起訴相当若しくは不起訴不当の議決又は起訴議決をいう。



様式3－1

人権侵犯事件調
（令和3年）

(全国）

発 生 ｜’ 結

測誰鯉|計(A) |告発|通告|勧告|説示|要請|調整|援助|捲霞猶予|駕雲|鱸ゞ
果

緬|中止|移送|啓発’劃_萱｣瞳
’ 511，－事件数|’ 21 41 6

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’4111 1詳剛’ ’01 ‘｜ ’‘
1411 1



様式4

行政不服申立事件調
（令和3年）

(全国）

区分 公安委員会が行う処分に関するもの

鯉|取γげ|蕊…鐵|ゞ
｜裁

’’ 1’

期発

生中

取下げ
認却下又は棄却

警察本部長又は警察署長が行う処分に関するもの

塁|常鯉|取ゞげ|霊…|ボ ー|・
決|当

当の

期発

生中

の当

取下げ
認却下又は棄却

決
前期末か
らの繰越

当
の

当
の
期
未
末
済
前期末か
らの繰越

期
未
末
済容

部門別･法令別
刑
・
組

|暴対法 関 係｜
|その他（ ）|｜
|風営適正化法関係|’

｜
’ 1 ’

｜

’

｜

’

2
■■■■

1

１
’
１

生
活
安
全

４
ｌ
９
ｌ
４
ｌ
ｌ
７
ｌ
獅
一
２
｜
浬
一
恥
一
鏥
一
溺

４
’
５
’
３
－
２
｜
班
－
２
一
脚
一
価
一
却
一
２

銃 刀 法 関 係 ８
－
１
ｌ
７
ｌ
ｍ
ｌ
５
ｌ
旧
一
価
一
報
－
２

枢
－
２
｜
｜
、
｜
郡
－
３
｜
幻
一
噸
一
“
｜
訂

その他（

免許の

免許の

道免許の拒否
路免許証の

道路

ｊ
鮭
一
畔
一
樗
諦

４
－
－
柏

７
｜
｜
卵

配
一
ｍ

旧
一
一
噸

７
｜
地1

Ⅱ■■■

3帽
－
２

交
通
法
関
係

通

免許証の更新 幅
一
輔
－
４

２
’
４交

臺駕転義澪完
法違反者講習通知等
関移動措置等

係放置違反金納付命令
道路使用許可

そ の 他｜
車庫法 関 係

その他（ ）

|公安条例関係|｜
|その他（ ）|｜
|情報公開｡個人情報保護条例関係

|地方公務員法関係
|その他（ ）

計

通

120 257 34 200 143

２
’
２

１
’
２
－
２

1 １
－
３
’
２

1

2 5 1 5 1 1

1 １

’
１

2
＝二

1

2 2

’ ｜

’
’
1

薑

備

総 34 19 17 2 34 洲
－
６
’
１
｜
麹

157 51
2

3

3631 221

1261 11 1

1’
21
扉I■■■m

鉦
－
７
’
２
｜
｜
邪

薑
７
｜
｜
面

521 411

14371 1181 12061 121
務 把

一
一
理’ ’


